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「平成２８年度石川県伝統産業欧州展開支援事業」運営業務委託仕様書 

 

 

１．委託業務の名称  

「平成２８年度石川県伝統産業欧州展開支援事業」運営委託業務 

 

２．委託業務の目的 

   近年、消費者ニーズの多様化により、国内需要が低迷している状況が続く中、本県

伝統産業事業者が新たな販路として取り組んでいる海外市場のうち、特に注目を集め

る「欧州」をターゲットに、現地展示会への出展や産地への工芸バイヤー等の招聘を

通じて、事業者の海外展開を支援し、本県伝統産業の振興を図る。 

 

３．委託業務期間 

  契約の日から業務終了日までとする。 

 

４．委託予定金額 

  ８，６００千円以内（消費税込み） 

 

５．委託業務の内容 

（１）オーストリア・ウィーンにおける高級ハンドメイド商品展示会「マスターピースコ

レクション２０１６」への出展、商談会（同行セールス）、ワークショップ（職人交流）

の開催 

①総合調整に関わる業務 

・「マスターピースコレクション２０１６」出展申請及び出展小間の確保（６０㎡程度） 

・「マスターピースコレクション ２０１６」出展にかかる実施計画・スケジュール策定 

・「マスターピースコレクション２０１６」主催者及び関係者、出展者（５～１０社程度）、

通訳等との連絡調整 

・商談会、ワークショップの企画及び実施計画・スケジュール策定、終了後のフォローア

ップ 

・商談会、ワークショップの会場及び関係者、出展者、通訳等との連絡調整 

・展示商品の輸送・管理 

 

②小間設営に関わる業務 

・小間使用に関する手続き、小間借上料及び付属設備使用料その他必要な備品等の使用料

の支払い 

・看板等のデザイン、制作、設営、及び撤去の手配 

・機材、照明等の調達及び操作 

・その他、必要備品等の手配 

 

③運営に関わる業務 

・期間中の進行運営管理、マニュアル（進行シナリオ、小間レイアウト等）の作成 
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・運営スタッフ（通訳等）の手配及び管理 

・出展小間内の警備に関する企画、手配及び運営管理 

・保険等に関すること 

 

④広報・記録に関わる業務 

・広報・広告の企画及びチラシ等の作成 

・報告書の制作及び印刷 

 

（２）イタリア・ミラノからの工芸バイヤー等の招聘・商談の実施 

①総合調整に関わる業務 

・工芸バイヤー等招聘・商談にかかる実施計画・スケジュール策定、終了後のフォローア

ップ 

・工芸バイヤー等及び関係者、商談参加者（５～１０社程度）、通訳等との連絡調整 

 

②バイヤー等招聘に関わる業務 

・工芸バイヤー等の渡航手段、宿泊先等の手配（２名分） 

・工芸バイヤー等の県内での移動手段の手配 

 

③産地訪問及び商談に関わる業務 

・産地訪問及び商談の企画運営管理 

 

④運営に関わる業務 

・招聘期間中における企画運営管理（マニュアル等の作成含む） 

・運営スタッフ（通訳等）の手配及び管理 

 

⑤広報・記録に関わる業務 

・報告書の作成及び印刷 

 

◆「マスターピースコレクション２０１６」の概要（予定） 

   ①会期 

     平成２８年６月２３日（木）～２５日（土）の３日間 

     （会場設営：平成２８年６月２２日（水）予定） 

   ②場所 

ノボマティックフォーラム（オーストリア・ウィーン） 

   ③出展社数 

     オーストリアを中心とした欧州の企業等４０社・団体 

     ※これまでの出展企業例： 

モンブラン（万年筆）、ロレックス（腕時計）、アウガルテン（陶磁器）、 

ヤロシンスキー＆ヴォゴァン（銀食器・カトラリー）等 

   ④来場者数 

     約３，０００人（前年実績） 
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◆ 工芸バイヤー等の招聘・商談会の概要（予定） 

   ①時期 

     平成２８年９月頃 

   ②場所 

     石川県内 

   ③招聘する工芸バイヤー等 

     未定（平成２７年１０月にイタリア・ミラノで開催した商談会に参加したバイ

ヤー情報を別途提供するので、これを参考に、より効果的な商談を実施できる者

２名を提案すること） 

   ④内容 

     ・産地訪問及び商談の企画運営管理 

 

６．情報セキュリティの確保 

（１）情報セキュリティポリシーの遵守 

受託者が業務を行うにあたっては、別添資料「石川県情報セキュリティ対策要領

（外部委託業者）」を遵守しなければならない。 

（２）個人情報の保護 

    受託者が業務を行うにあたって個人情報を取り扱う場合には、別添資料「個人情

報保護の取扱いに係る特記事項」を遵守しなければならない。 

（３）守秘義務 

    受託者は、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用する

ことはできない。また、委託業務終了後も同様とする。 

 

７．その他 

（１）本仕様書に定めのない事項については、その都度、県と話し合いの上、定めるこ

ととする。 

（２）業務の実施にあたっては、関係法令を遵守すること。 

（３）版権は、県に帰属するものとする。 


